
12 2021（令和３）年６月号

　市では、CO２排出量の削減などを目的に、省エネ設備や再生可能
エネルギー設備の設置者への補助制度を行っています。
※申込方法や必要書類などの詳細については、市ホームページ（く
　らし⇒環境⇒地球温暖化防止⇒太陽光発電・ｅｃｏライフ）をご
　覧ください。
申込期間　～12月10日㈮
　　　　　　　　　右記QRコードもご利用ください→

21（令和３）年度釧路市ecoライフ促進支援補助金

　地球温暖化防止策や環境についてのパネル展示やパンフレット配
布などで、環境保全への取り組みを分かりやすく紹介します。

音別町行政センター

阿寒町公民館ロビー
コアかがやき

会場
６月２日㈬～８日㈫
６月９日㈬～15日㈫

６月16日㈬～22日㈫

期間

午前８時50分～
午後５時20分

午前９時～午後10時
午前９時～午後９時

時間

補助対象設備

６万円
８万円
15万円

10万円

補助限度額
2件
15件
10件
２件

補助件数
家庭用燃料電池
定置用蓄電池※
ガスコジェネレーションシステム
木質ペレットストーブ
※新たに太陽光発電も併せて設置する方が対象となります（増設も可）。

環境月間パネル展

６月は 環境月間 です　問合先　市役所環境保全課環境管理担当（M31-4535）

エコ

　６月５日㈯は、国連では「世界環境デー」、日本では「環境の日」、６月の１カ月間を「環境月間」として、環境の保全につ
いての関心と理解を深め、環境に配慮した行動を促すための行事が各地で行われています。市では、環境保全についての啓発を
図るために地球温暖化などの地球環境問題や家庭で取り組めることを中心とした内容をパネルで紹介しています。

第2次釧路市環境基本計画を策定しました
　釧路市環境基本計画は市の環境保全に関する総合的な計画です。
　10（平成22）年度に策定された前計画の期間が20（令和２）年度で終了とな
ることから、新たな環境問題に対応するための見直しを行い、21（令和３）年
３月に第２次となる計画を新たに策定しました。この計画では、市の望ましい
環境像を「人と自然がつながる、未来へつながる環境都市くしろ」とし、この
実現に向けて５つの基本目標を定めています。

　計画期間　21（令和３）～30（令和12）年度

※コアかがやき・阿寒町公民館（月曜日休館）
※音別町行政センター（土・日曜日、祝日閉庁）
※各会場の展示最終日はパネル入れ替えのため午後１時まで。

望ましい環境像を実現するための５つの基本目標

　地球温暖化や自然環境、ごみ問題など、私たちを取り巻く環境を知っても
らい、家庭でもできることについて新しく策定した環境基本計画に沿ってお
話しします。町内会や職場などの学習会として、ぜひ、ご利用ください。

●環境学習の出前講座をご利用ください●

各基本目標については、今後の広報くしろでお伝えしていきます。

人と自然がつながる、未来へつながる環境都市くしろ

望ましい
環境像

低炭素社会の形成

温室効果ガス排出の少ない
社会を目指します。

循環型社会の形成

ごみを減らし、資源を
活用していく社会を
目指します。

自然との共生社会の実現

自然を守り、また活用していく
社会を目指します。

住み良い
生活環境の確保

公害のない住み良い
まちを目指します。

環境教育・
環境保全活動の推進

環境について理解し、
行動できる人材を育みます。

５月31日㈪から市役所での手続き（届書等記載）を一部電子化します
問合先　市役所戸籍住民課（M21-6812）

　５月31日㈪から、戸籍住民課の受付窓口で住所異動届（転入・転居・転出など）や証明書発行申請に
関して、マイナンバーカードを活用し、タブレット端末から電子申請ができます。
　マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを読取機に挿入することで、記載する一部（氏名、住所、
生年月日、性別）の内容が自動入力されるため、従来より申請がスムーズに行えます。

対象となる届書・証明書

インターネット事前申請も同時に運用開始します！

取り扱い窓口 市役所防災庁舎２階　戸籍住民課窓口

　マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届」「転居届」「転出届」の届け出に際し必要事項をスマートフォン等
で事前に入力すると、さらに来庁時の受付時間が縮減されますので、積極的なご利用をお願いします。
　また、コンビニエンスストアなどでは、マイナンバーカードを使って住民票や戸籍証明書などが取得できるコンビ
ニ交付サービスがありますので、こちらもご利用ください。詳しくは市ホームページURLからもご覧いただけます。
Nhttps://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/koseki/touroku/page00005.html

など転入届 転居届 転出届 住民票 戸籍謄抄本 印鑑登録証明書

※マイナンバーカードをお持ちの方に限り、記載台または窓口に設置されているタブレット端末で電子申請が可能です。


